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一般財団法人全国大学実務教育協会入会金及び会費規程 

 

制  定 Ｈ２１．１３．２３ 

一部改正 Ｈ２４．１２．１５ 

一部改正 Ｈ２６． ２．１５ 

一部改正 Ｈ２７． ２．２１ 

一部改正 ２０２０．４． １ 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、定款第１７条及び第１８条の規定に基づき、一般財団法人全国大学実務教

育協会（以下「協会」という。）の会員校の入会金及び会費に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（入会金） 

第２条 会員校はその入会にあたり、次の入会金を納入しなければならない。 

       入会金       １０万円 

２  すでに会員校として入会している大学又は短期大学の同一法人内で他の大学又は短期大学

が新たに会員校として入会する場合は、前項の規定にかかわらず、入会金を免除する。 

３ 会員校として入会している短期大学を廃止し、それに伴い新たな大学を設立し、当該大学が

会員校として入会する場合は、第１項の規定にかかわらず、入会金を免除する。 

 

（会 費） 

第３条 会員校は毎年度５月末日までに、次に定める会費を納入しなければならない。 

       年間    ５万円 

２ 同一法人内に複数の会員校がある場合は、前項の規定にかかわらず、会費は一法人につき年

間５万円とする。 

 

（賛助会員） 

第４条 協会の目的に賛同する団体又は個人は、賛助会員として受け入れることができる。その

場合の賛助金の額は、年間一口５万円とする。 

 

（改 廃） 

第５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て会長が行う。 

 

（補 則） 

第６条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
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   附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、２０２０年４月１日から施行する。 


